
ジェトロ「ビジネス短信」添付資料

Tier 1 Tier 2 Tier 1 Tier 2 Tier 1 Tier 2
特別税率 10年間0％ 10年間5％ 5年間5％ 5年間10％
特別税率（後発開発地域） 15年間0％ 15年間5％ 10年間5％ 10年間10％ 5年間10％ 5年間15％
特別税率（小規模企業） 15年間3％ 15年間5％ 10年間8％ 10年間10％

投資控除
10年間、適格資本支
出の100％を法定所
得全額と相殺

10年間、適格資本支
出の70％を法定所得
全額と相殺

5年間、適格資本支
出の60％を法定所得
全額と相殺

5年間、適格資本支
出の30％を法定所得
全額と相殺

3年間、適格資本支
出の60％を法定所得
の70％と相殺
（後発開発地域と小
規模企業のみ）

3年間、適格資本支
出の30％を法定所得
の70％と相殺
（後発開発地域と小
規模企業のみ）

（注）高・中・ベースラインはNIAスコアカードに基づき評価。原則承認レターで提示される最低条件を満たす場合はTier2、最低条件と追加条件の両方を満たす
場合はTier1のインセンティブを申告できる。

表　新投資フレームワークにおけるインセンティブ（製造業・新規投資）

（出所）2026年1月31日付のMITI説明資料に基づきジェトロ作成

項目
高 中 ベースライン

インセンティブなし

5年間12％
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